
香芝市告示第３０号 

 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法

律第７９号）第９条の規定により次のとおり公示します。 

 なお、関係図書は、令和８年３月６日から同年３月１９日まで、都市創造部

下水道課に備え置いて公衆の縦覧に供します。 

 

  令和８年３月６日 

 

香芝市長 三 橋 和 史      

 

 

１ 公共下水道の供用開始及び下水の処理を開始する日 

 令和８年３月２０日 

 

２ 公共下水道の供用開始及び下水の処理を開始する区域 

 瓦口、下田西二丁目及び穴虫の一部 

 

３ 供用開始する排水施設の位置 

 ⑴ 瓦口地区 

  枝線 

 

 ⑵ 下田西二丁目地区 

  枝線 

 

 ⑵ 穴虫地区 

  枝線 

管路番号 起点 終点 

３０３７ 瓦口１１２２番 瓦口１１２４番 

３０３７－１ 瓦口１１２０番 瓦口１１２２番 

３０３７－２ 瓦口１１０７番 瓦口１１２４番 

管路番号 起点 終点 

３２４８ 下田西二丁目３番１０ 下田西二丁目３番９ 

管路番号 起点 終点 

６１３２－３ 関屋２８番３ 関屋３０番１ 



 

 

４ 供用開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

 分流式 

 

５ 終末処理場の位置及び名称 

 奈良県北葛城郡広陵町大字萱野４６０番地 

 奈良県第二浄化センター 

 

 

 

６１３２－５ 関屋３０番１ 穴虫５８５番１ 

６１３３－１ 穴虫５８５番１ 穴虫５９７番１ 

６１３３－２ 穴虫５９１番７ 穴虫５９７番１ 

６１３３－３ 穴虫５９７番１ 穴虫５９３番３ 

６１３３－５ 穴虫５９３番３ 穴虫５９３番３ 

６１３４ 穴虫５８９番２ 穴虫５８５番１ 

６１７９ 穴虫１８５７番４９ 穴虫１８５７番７２ 

６１８０ 穴虫１８５７番４２ 穴虫１８５７番７２ 

６１８１ 穴虫１８５７番６０ 穴虫１８５７番６８ 

６１８２ 穴虫１８５７番２３ 穴虫１８５７番３１ 

６１８５ 穴虫１９０４番２ 穴虫１８６３番１０ 


